
宿舎借り上げ支援 補助金の計算方法①

対象保育士は、令和元年度からこの補助金の対象でしたか？

はい いいえ

対象保育士は、令和元年度と同じ宿舎に住んでいます
か？（引っ越しはしていませんか？）

はい いいえ

経過措置対象者
算定基準額 82,000円

経過措置対象外
算定基準額 66,000円



宿舎借り上げ支援 補助金の計算方法②

（１）平成28年８月１日以降に市内の保育所等で保育士
としての勤務を新たに開始した者で、補助対象施設に入
居している者。ただし、市内の保育所等における勤務経
験を有している場合は、補助対象事業者に雇用され、保
育に従事するまでに１年以上経過していること。

（２）平成28年８月１日以降に市内の保育所等で保育士
としての勤務を新たに開始した者で、補助対象施設に入
居している者のうち、市内の保育所等における勤務経験
を有しており、補助対象事業者に雇用され、保育に従事
するまでに１年未満の者。

補助率
10/10

（３）補助対象事業者の雇用開始日が属する会計年度か
ら起算して、６年目の会計年度末までの者で、補助対象
施設に入居している者（（１）、（２）に該当する者を
除く）。ただし、平成2４年度以前から補助対象施設に入
居している者は除く。

補助率
3/4



宿舎借り上げ支援 補助金の計算方法③

＝

月額家賃＋月額共益費（管理費）と算定基準額を
比較して低い方の金額

補助率（10/10または3/4）

1,000円未満切り捨て

対象月数

補助金額

算定基準額
82,000円 または
66,000円

×
×

→



宿舎借り上げ支援 補助金の計算方法④

※按分対象となる同居者がいる場合

月額家賃＋月額共益費（管理費）を同居人数（本人含む）で割った金額
と算定基準額を比較して低い方の金額

＝

補助率（10/10または3/4）

1,000円未満切り捨て

対象月数

補助金額

×
→

×



宿舎借り上げ支援 補助金の計算方法⑤
※月途中から補助対象となった、または月途中で補助対象外となった場合は、次の当該月
分について次のとおり計算する。

＝

月額家賃＋月額共益費（管理費）の合計額を日割り計算※し、
求められた金額と算定基準額を比較して低い方の金額

※計算式：（月額家賃＋月額共益費（管理費））÷当該月の総日数×当該月の入居日数

補助率（10/10または3/4）

1,000円未満切り捨て

当該月の補助金額

※同居者がいる場合
は、日割り計算の結
果を同居人数（本人
含む）で割った金額
と算定基準額を比較
して低い方の金額

×
→


